
第1回 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

平成２６年１２月１６日（火）午前１０時～ 

大宮区役所南館３０２会議室 

議 事 次 第 

１．開 会 

２．挨 拶 

３．出席者紹介等 

（１）出席者紹介について 

（２）設置要綱について 

（３）委員の委嘱について 

（４）座長の互選について 

４．議 題 

（１） 協議会の目的・趣旨について 

（２） 氷川参道を取り巻く状況について 

（３） 氷川参道の区間別の状況について 

（４） 歩行者専用化に向けての検討状況について 

（５） 今後の進め方について 

５．閉 会 

配布資料 

資料1 氷川参道歩行者専用化検討協議会 設置要綱・名簿 

資料2 氷川参道のこれまでの取り組みと今後の進め方 



氷川参道歩行者専用化検討協議会設置要綱

（設立）

第１条 氷川参道の歩行者専用化に向けて、意見交換等を行う場として、氷川参道歩行者

専用化検討協議会（以下「協議会」という。）を設置し、本要綱において組織及び運営

に関して必要な事項を定めるものとする。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

（１）氷川参道の歩行者専用化の推進に関すること。

（２）その他歩行者専用化に関し必要な事項。

（委員の構成）

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

（１） 学識経験者

（２） 交通管理者

（３） 道路管理者

（４） 氷川参道沿線自治会

（５） 地元まちづくり団体

（６） 前各号に掲げる者のほか、事務の遂行に必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、平成２９年度末日とする。

 ２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

（座長及び職務代理者）

第５条 協議会に座長を置く。

２ 座長は、委員の中から互選により選出する。

 ３ 座長は、協議会の会議の進行をつかさどり、協議会を代表する。

 ４ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会は、必要に応じ随時開催する。

 ２ 協議会は、座長が招集する。

 ３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに協議会への出席を求めるこ

とができる。

（会議の公開）

第７条 協議会の会議は、原則として公開とする。

（事務局）

第８条 協議会の事務局を都市局都心整備部氷川参道対策室に置く。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営、その他に関し必要な事項は事務局

が定める。

附 則

 この要綱は、平成２６年１０月２０日から施行する。

資料 １ 



№ 氏名

1 久保田　尚

2 小嶋　文

3 岩根　忠

4 市川　弘明

5 道路管理者 飯野　卓

6 橋本　昭司

7 花俣　幸太郎

8 本島　紋次郎

9 大澤　規郎

10 秋山　悦男

11 矢内　桂一郎

12 逸見　裕一

13 山田　雄俊

14 塚谷　英一

15 岡村　保

16 氷川の杜まちづくり協議会　 会長 小峯　政昭

17 副会長 山田　とも子

18 副会長 横山　好之

さいたま市　建設局　北部建設事務所長　

吉敷町四丁目自治会長

浅間町一丁目自治会長

浅間町二丁目自治会長

大門町三丁目自治会長

下町明美会長

協議会

沿線
自治会

吉敷町一丁目自治会長

吉敷町二丁目自治会長

吉敷町三丁目自治会長

仲町三丁目自治会長

東町一丁目自治会長

氷川参道歩行者専用化検討協議会名簿

役職等

埼玉大学　理工学研究科　教授

埼玉県警察本部　交通規制課長　　

大宮警察署　交通課長

学　識

交通管理者

埼玉大学　理工学研究科　助教
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